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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 
平成24年度第１四半期
連結累計期間

平成25年度第１四半期
連結累計期間

平成24年度

 
(自平成24年４月１日
至平成24年６月30日)

(自平成25年４月１日
至平成25年６月30日)

(自平成24年４月１日
至平成25年３月31日)

経常収益 百万円 8,154 8,040 29,636

経常利益 百万円 1,871 1,872 3,518

四半期純利益 百万円 990 1,222 ―

当期純利益 百万円 ― ― 2,430

四半期包括利益 百万円 378 △1,260 ―

包括利益 百万円 ― ― 5,868

純資産額 百万円 69,969 72,802 74,432

総資産額 百万円 1,412,299 1,443,145 1,488,023

１株当たり四半期純利益金額 円 103.80 128.13 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 254.72

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

円 92.41 114.03 ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

円 ― ― 226.98

自己資本比率 ％ 4.75 4.89 4.85

(注) １.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２.１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４  経理の状況」中、「１  四半期連結財務諸表」の「１株当たり情報」に

記載しております。

３.自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末少数株主持分）を（四半期）期末資産の部の合

計で除して算出しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり

ません。
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(リース業・クレジットカード業)

　平成25年４月１日付で連結子会社である清水カードサービス株式会社を存続会社とし、清水総合リース株式会

社を消滅会社とする吸収合併を行い、名称を清水リース＆カード株式会社と変更しております。　

　この結果、平成25年６月30日現在、当行グループは、当行、連結子会社７社の計８社により構成されております。

　なお、吸収合併に伴い報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結

財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報の「当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月

１日　至　平成25年６月30日）４．報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりであります。
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第２ 【事業の状況】
 

１ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更はありません。

 ２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 ３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日本銀行による異次元の金融緩和により、円安が進行し、

製造業などの輸出関連産業等が恩恵を受けるとともに、公共投資が増加を続けるなかで、設備投資がプラスに転

じるなど、回復に向けての動きが見られました。

当行の主要営業基盤である静岡県経済につきましても、円安等を背景に、企業の生産は持ち直しの動きが見ら

れ、また、株高などによる資産効果等により、個人の消費マインドが回復してきました。

このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間は以下の連結経営成績となりました。

 

[経営成績]

当第１四半期連結累計期間の当行グループの経常収益は、資金運用収益の減少等により前年同期比１億13百

万円減少の80億40百万円となりました。経常費用は、貸倒引当金繰入額の減少等により前年同期比１億14百万円

減少の61億68百万円となりました。

この結果、経常利益は、前年同期比横這いの18億72百万円となりました。

 

セグメントについては、次のとおりであります。

＜銀行業＞

経常収益は、資金運用収益の減少等により前年同期比１億50百万円減少の68億45百万円となりました。経常費

用は、貸倒引当金繰入額の減少等により前年同期比２億36百万円減少の49億21百万円となりました。

この結果、経常利益は前年同期比85百万円増加の19億24百万円となりました。

 

＜リース業・クレジットカード業＞

経常収益は、前年同期比１百万円減少の12億26百万円となりました。経常利益は、前年同期比  85百万円減少

の△49百万円となりました。

 

＜その他＞

その他は、信用保証業務等であります。経常収益は、前年同期比１億97百万円減少の２億86百万円、経常利益

は、前年同期比２百万円増加の３百万円となりました。

 

 

 

 

 

[財政状態]

預金につきましては、地域に密着した営業基盤の拡充に努め、採算性を重視した調達を行った結果、前期末比

284億円減少の１兆3,175億円となりました。

個人預かり資産につきましては、お客さまの多様化するニーズにお応えするなか、個人預金の増加、投資信託

等の販売が堅調な伸びを示した結果、前期末比122億円増加の１兆396億円となりました。

貸出金につきましては、お客さまの資金需要にきめ細やかにお応えしました結果、前期末比29億円増加の１兆

143億円となりました。

有価証券につきましては、市場動向を注視しつつ機動的な運用を行った結果、前期末比324億円増加の3,173億
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円となりました。

この結果、総資産は、前期末比448億円減少の１兆4,431億円となりました。
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国内・国際業務部門別収支

国内業務部門の資金運用収支は39億77百万円、役務取引等収支は９億32百万円、その他業務収支は１億89百

万円となりました。また、国際業務部門の資金運用収支は３億27百万円、役務取引等収支は３百万円、その他業

務収支は△19百万円となりました。

この結果、全体の資金運用収支は43億４百万円、役務取引等収支は９億36百万円、その他業務収支は１億70

百万円となりました。
 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門

相殺消去額
(△)

合計

金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 4,152 208 ― 4,360

当第１四半期連結累計期間 3,977 327 ― 4,304

  うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 4,458 225 △12 4,670

当第１四半期連結累計期間 4,260 350 △13 4,597

  うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 305 16 △12 309

当第１四半期連結累計期間 283 23 △13 293

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 865 5 ― 870

当第１四半期連結累計期間 932 3 ― 936

  うち役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 1,999 8 ― 2,007

当第１四半期連結累計期間 2,101 7 ― 2,108

  うち役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,134 2 ― 1,136

当第１四半期連結累計期間 1,169 3 ― 1,172

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 1,218 171 ― 1,390

当第１四半期連結累計期間 189 △19 ― 170

  うちその他業務収益
前第１四半期連結累計期間 1,219 171 ― 1,390

当第１四半期連結累計期間 192 ― ― 192

  うちその他業務費用
前第１四半期連結累計期間 0 0 ― 0

当第１四半期連結累計期間 2 19 ― 21

(注)１.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国

際業務部門に含めております。

２.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間  0百万円）

を控除しております。

３.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

 

EDINET提出書類

株式会社清水銀行(E03572)

四半期報告書

 6/28



国内・国際業務部門別役務取引の状況

国内業務部門の役務取引等収益は21億１百万円、役務取引等費用は11億69百万円となりました。国際業務部

門の役務取引等収益は７百万円、役務取引等費用は３百万円となりました。

この結果、全体の役務取引等収益は21億８百万円、役務取引等費用は11億72百万円となりました。
 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 1,999 8 2,007

当第１四半期連結累計期間 2,101 7 2,108

  うち預金・貸出業務
前第１四半期連結累計期間 100 ― 100

当第１四半期連結累計期間 97 ― 97

  うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 261 8 269

当第１四半期連結累計期間 254 7 261

  うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 172 ― 172

当第１四半期連結累計期間 323 ― 323

  うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 158 ― 158

当第１四半期連結累計期間 55 ― 55

  うち保護預り・
貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 85 ― 85

当第１四半期連結累計期間 84 ― 84

  うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 86 ― 86

当第１四半期連結累計期間 90 ― 90

  うちリース業務
前第１四半期連結累計期間 917 ― 917

当第１四半期連結累計期間 921 ― 921

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,134 2 1,136

当第１四半期連結累計期間 1,169 3 1,172

  うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 43 2 46

当第１四半期連結累計期間 42 3 45

(注)国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引から各々発生した役務取引であります。ただし、円

建対非居住者取引から発生した役務取引は国際業務部門に含めております。

 

EDINET提出書類

株式会社清水銀行(E03572)

四半期報告書

 7/28



国内・国際業務部門別預金残高の状況

○  預金の種類別残高(末残)

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 1,295,180 2,696 1,297,877

当第１四半期連結会計期間 1,314,560 3,011 1,317,571

  うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 509,287 ― 509,287

当第１四半期連結会計期間 514,048 ― 514,048

  うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 780,974 ― 780,974

当第１四半期連結会計期間 795,111 ― 795,111

  うちその他
前第１四半期連結会計期間 4,918 2,696 7,615

当第１四半期連結会計期間 5,400 3,011 8,411

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 9,500 ― 9,500

当第１四半期連結会計期間 ― ― ―

総合計
前第１四半期連結会計期間 1,304,680 2,696 1,307,377

当第１四半期連結会計期間 1,314,560 3,011 1,317,571

(注) １.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国

際業務部門に含めております。

２.流動性預金には、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金を、定期性預金には、定期預金、定期積金を記載しておりま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社清水銀行(E03572)

四半期報告書

 8/28



貸出金残高の状況

○  業種別貸出状況(末残構成比)

 

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内(除く特別国際金融取引勘定分) 982,699100.00 1,014,324100.00

製造業 174,85817.79 182,70118.01

農業，林業 638 0.07 658 0.06

漁業 530 0.05 494 0.05

鉱業，採石業，砂利採取業 952 0.10 755 0.07

建設業 55,686 5.67 51,662 5.09

電気・ガス・熱供給・水道業 13,639 1.39 14,006 1.38

情報通信業 3,145 0.32 4,969 0.49

運輸業，郵便業 53,551 5.45 53,034 5.23

卸売業，小売業 122,48412.46 123,08912.14

金融業，保険業 27,108 2.76 29,910 2.95

不動産業，物品賃貸業 185,81118.91 184,01618.14

各種サービス業 103,56610.54 110,44210.89

地方公共団体 55,541 5.65 62,645 6.18

その他 185,18318.84 195,93619.32

海外及び特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

政府等 ― ― ― ―

金融機関 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 982,699 ― 1,014,324 ―

（注）国内とは、当行及び連結子会社であります。

 

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 19,800,020

計 19,800,020

 ② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,600,218 9,600,218
東京証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式
    単元株式数100株

計 9,600,218 9,600,218 ― ―

(注)提出日現在発行数には、平成25年８月１日から四半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式

数は含まれておりません。

 (2) 【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

 (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成25年4月1日～
平成25年6月30日

― 9,600,218 ― 8,670 ― 5,267

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

が出来ませんので、直前の基準日である平成25年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成25年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 59,700
―

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,475,600 94,756 同上

単元未満株式 普通株式 64,918 ― 同上

発行済株式総数 9,600,218 ― ―

総株主の議決権 ― 94,756 ―

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には当行所有の自己株式46株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社清水銀行

静岡県静岡市清水区
富士見町２番１号

59,700― 59,700 0.62

計 ― 59,700― 59,700 0.62

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規

則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(自平成25年４月１日  至

平成25年６月30日)及び第１四半期連結累計期間(自平成25年４月１日  至平成25年６月30日)に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

現金預け金 87,631 37,066

コールローン 70,000 40,000

商品有価証券 206 236

金銭の信託 1,800 1,802

有価証券 284,899 317,383

貸出金 ※1
 1,011,388

※1
 1,014,324

外国為替 724 716

リース債権及びリース投資資産 9,194 9,092

その他資産 5,832 5,582

有形固定資産 20,472 20,331

無形固定資産 954 879

繰延税金資産 1,780 2,752

支払承諾見返 3,077 3,057

貸倒引当金 △9,938 △10,082

資産の部合計 1,488,023 1,443,145

負債の部

預金 1,346,000 1,317,571

譲渡性預金 31,900 －

コールマネー 3,978 15,872

借用金 4,046 8,648

外国為替 10 11

社債 8,000 8,000

新株予約権付社債 5,999 5,999

その他負債 6,683 7,871

賞与引当金 559 －

退職給付引当金 3,190 3,168

役員退職慰労引当金 110 114

睡眠預金払戻損失引当金 35 27

支払承諾 3,077 3,057

負債の部合計 1,413,591 1,370,342

純資産の部

資本金 8,670 8,670

資本剰余金 5,272 5,272

利益剰余金 53,624 54,560

自己株式 △287 △287

株主資本合計 67,279 68,215

その他有価証券評価差額金 4,951 2,474

繰延ヘッジ損益 △0 △0

その他の包括利益累計額合計 4,951 2,474

少数株主持分 2,201 2,111

純資産の部合計 74,432 72,802

負債及び純資産の部合計 1,488,023 1,443,145
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

経常収益 8,154 8,040

資金運用収益 4,670 4,597

（うち貸出金利息） 3,966 3,766

（うち有価証券利息配当金） 681 813

役務取引等収益 2,007 2,108

その他業務収益 1,390 192

その他経常収益 ※1
 85

※1
 1,141

経常費用 6,282 6,168

資金調達費用 309 293

（うち預金利息） 246 224

役務取引等費用 1,136 1,172

その他業務費用 0 21

営業経費 4,235 4,520

その他経常費用 ※2
 600

※2
 160

経常利益 1,871 1,872

特別利益 － 84

持分変動利益 － 84

特別損失 0 0

固定資産処分損 0 0

税金等調整前四半期純利益 1,871 1,956

法人税、住民税及び事業税 513 491

法人税等調整額 349 253

法人税等合計 863 745

少数株主損益調整前四半期純利益 1,008 1,211

少数株主利益又は少数株主損失（△） 18 △11

四半期純利益 990 1,222
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,008 1,211

その他の包括利益 △629 △2,472

その他有価証券評価差額金 △630 △2,472

繰延ヘッジ損益 0 △0

四半期包括利益 378 △1,260

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 365 △1,254

少数株主に係る四半期包括利益 12 △6
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　１．連結の範囲の重要な変更

連結子会社である清水カードサービス株式会社と清水総合リース株式会社は、平成25年４月１日に清水カー

ドサービス株式会社を存続会社として合併し、清水リース＆カード株式会社と名称を変更しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

破綻先債権額 3,000百万円 3,553百万円

延滞債権額 26,502百万円 25,760百万円

３ヵ月以上延滞債権額 840百万円 1,574百万円

貸出条件緩和債権額 3,642百万円 3,229百万円

合計額 33,985百万円 34,118百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

株式等売却益 0百万円 959百万円

   

 

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

貸倒引当金繰入額 366百万円 151百万円

株式等売却損 231百万円 ―百万円

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

減価償却費 345百万円 344百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 286 30平成24年３月31日平成24年６月25日利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日）

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 286 30平成25年３月31日平成25年６月24日利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計
銀行業

リース業・
クレジットカード業

計

経常収益      

外部顧客に対する経常収益 6,953 1,104 8,057 96 8,154

セグメント間の内部経常収益 42 123 166 387 553

計 6,995 1,228 8,223 483 8,707

セグメント利益又は損失 1,838 36 1,874 0 1,875

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務等であります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,874

「その他」の区分の損失（△） 0

セグメント間取引消去 △4

四半期連結損益計算書の経常利益 1,871

（注）一般企業の四半期連結損益計算書の営業利益に代えて、経常利益を記載しております。

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計
銀行業

リース業・
クレジットカード業

計

経常収益      

外部顧客に対する経常収益 6,805 1,141 7,947 93 8,040

セグメント間の内部経常収益 39 85 124 192 317

計 6,845 1,226 8,071 286 8,357

セグメント利益又は損失（△） 1,924 △49 1,874 3 1,878

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務等であります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,874

「その他」の区分の利益 3

セグメント間取引消去 △5

四半期連結損益計算書の経常利益 1,872

（注）一般企業の四半期連結損益計算書の営業利益に代えて、経常利益を記載しております。

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 ４．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　当第１四半期連結累計期間において、従来、「その他」の区分に含めておりました「クレジットカード業」を、

「リース業・クレジットカード業」の区分に変更しております。これは、管理の一元化、グループ経営の効率化

や連携強化を図るため、平成25年４月１日付で清水カードサービス株式会社と清水総合リース株式会社が合併

したことによるものであります。

　　　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基

づき作成したものを開示しております。
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(金融商品関係)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

前連結会計年度(平成25年３月31日)

科目
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

(１)現金預け金 87,631 87,631 ―

(２)コールローン 70,000 70,000 ―

(３)有価証券    

　満期保有目的の債券 11,000 9,088 △1,911

　その他有価証券 272,513 272,513 ―

(４)貸出金 1,011,388   

　貸倒引当金（＊１） △9,662   

 1,001,725 1,012,177 10,451

資産計 1,442,870 1,451,410 8,539

(１)預金 1,346,000 1,346,133 133

(２)社債 8,000 8,182 182

(３)新株予約権付社債 5,999 5,975 △23

負債計 1,359,999 1,360,291 292

デリバティブ取引（＊２）    

　ヘッジ会計が適用されていないもの 477 477 ―

　ヘッジ会計が適用されているもの (37) (37) ―

デリバティブ取引計 439 439 ―

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、

(　)で表示しております。
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当第１四半期連結会計期間(平成25年６月30日)

科目
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

(１)現金預け金 37,066 37,066 ―

(２)コールローン 40,000 40,000 ―

(３)有価証券    

  満期保有目的の債券 11,000 9,247 △1,752

  その他有価証券 304,899 304,899 ―

(４)貸出金 1,014,324   

  貸倒引当金（＊１） △9,770   

 1,004,554 1,016,112 11,558

資産計 1,397,520 1,407,326 9,806

(１)預金 1,317,571 1,317,719 148

(２)社債 8,000 8,153 153

(３)新株予約権付社債 5,999 5,999 ―

負債計 1,331,570 1,331,871 301

デリバティブ取引（＊２）    

  ヘッジ会計が適用されていないもの (370) (370) ―

  ヘッジ会計が適用されているもの (19) (19) ―

デリバティブ取引計 (390) (390) ―

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、

(　)で表示しております。

（注）１．現金預け金の時価の算定方法

現金預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

２．コールローンの時価の算定方法

コールローンについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３．有価証券の時価の算定方法

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表

されている基準価格によっております。

自行保証付私募債は、貸出金に準じた方法で時価を算定しております。

なお、満期保有目的の債券で時価のあるものおよびその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項については、

「（有価証券関係）」に記載しております。
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４．貸出金の時価の算定方法

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なって

いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸

出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率

で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担

保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結決算日（連結決算日）に

おける四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似して

おり、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済

見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としておりま

す。

５．預金の時価の算定方法

要求払預金については、四半期連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなして

おります。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算

定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間

（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

６．社債の時価の算定方法

当行の発行する社債の時価は、市場価格（第３者機関が公表する債券標準価格）によっております。

７．新株予約権付社債の時価の算定方法

当行の発行する新株予約権付社債の時価は、市場価格によっております。

８．デリバティブ取引

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（先物為替予約）であり、割引現在価値により算

出した価額によっております。
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(有価証券関係)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

 

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成25年３月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 ― ― ―

地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 11,000 9,088 △1,911

合計 11,000 9,088 △1,911

 

当第１四半期連結会計期間(平成25年６月30日)

 
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 ― ― ―

地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 11,000 9,247 △1,752

合計 11,000 9,247 △1,752

(注) 時価は、当第１四半期連結会計期間末日（前連結会計年度末日）における市場価格等に基づいております。

 

２．その他有価証券

前連結会計年度(平成25年３月31日)

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額(百

万円)
差額(百万円)

株式 10,997 13,958 2,961

債券 185,501 188,379 2,877

  国債 99,608 101,134 1,525

  地方債 31,645 32,242 596

  社債 54,247 55,002 754

その他 68,619 70,175 1,555

合計 265,118 272,513 7,394
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当第１四半期連結会計期間(平成25年６月30日)

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表計上

額(百万円)
差額(百万円)

株式 9,036 11,706 2,670

債券 219,221 219,375 153

  国債 125,147 125,021 △126

  地方債 36,186 36,127 △58

  社債 57,887 58,226 338

その他 72,946 73,817 870

合計 301,204 304,899 3,694

(注) １.四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日（前連結会計年度末日）における市場価格等に基づ

く時価により計上したものであります。

２.その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込があると判断された銘柄以外のものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対

照表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失

として処理（以下「減損処理」という。）しております。

前連結会計年度における減損処理額はありません。

当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が30％以上50％未満下落した銘柄について、過去の一

定期間における時価の推移ならびに当該発行会社の業績等を勘案し、回復する見込みがあると判断された銘柄以外のも

のについて減損処理を行っております。

 

(金銭の信託関係)

金銭の信託の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動は

ありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動はありません。
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(企業結合等関係)

　共通支配下の取引等

　１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要

　(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容

　　①結合企業

　　　名称　　　　　清水カードサービス株式会社

　　　事業の内容　　クレジットカード業務

　　②被結合企業

　　　名称　　　　　清水総合リース株式会社

　　　事業の内容　　リース業務

　
(2)企業結合日

　　平成25年４月１日

　
(3)企業結合の法的形式

　　吸収合併

　
(4)結合後企業の名称

　　清水リース＆カード株式会社

　
(5)取引の目的を含む取引の概要

　　　当行グループ内の関係会社を統合することにより、経営の効率化を図るとともに、当行グループ全体の経営資源

の有効活用により、経営基盤を強化することを目的としております。

 

　２．実施した会計処理の概要

　　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の

取引として処理しております。
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(１株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

(１)１株当たり四半期純利益金額 円 103.80 128.13

(算定上の基礎)    

  四半期純利益 百万円 990 1,222

  普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

  普通株式に係る四半期純利益 百万円 990 1,222

  普通株式の期中平均株式数 千株 9,541 9,540

(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

円 92.41 114.03

(算定上の基礎)    

  四半期純利益調整額 百万円 1 1

    うち支払利息(税額相当額控除後) 百万円 0 0

  うち事務手数料等(税額相当額控除後) 百万円 0 0

  普通株式増加数 千株 1,193 1,193

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で、前連結会計年度末から重
要な変動があったものの概要

 ― ―

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
平成25年８月５日

株式会社清水銀行

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 道丹　久男　㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 　栗田　渉　㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 　柴田　剛　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社清

水銀行の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期

連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準

に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される

質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社清水銀行及び連結子会社の平成25年６月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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